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お 知 ら せ 小川町役場☎ 72–1221　FAX 74–2920

１０月１日から　　国保の保険証が新しくなります 
　小川町の国民健康保険被保険者証（保険証）は１０月１日（木）から新しい保険証（ピンク色ＰＥＴ紙）に
なります。新しい保険証は９月中旬以降、世帯主宛てに簡易書留郵便で送付します。お手元に届きましたら、
保険証に記載してある住所・氏名・生年月日を確認してください。
　※保険税に未納がある世帯には、９月下旬に更新手続の通知を送付します。
　※国保以外の健康保険に加入している方に国保の保険証が送付されている場合は、必ず国民健康保険担当に
　　ご連絡ください。別途届出が必要な場合があります。
保険証の有効期限について
　新しい保険証の有効期限は、令和３年７月３１日です。ただし、次のような場合は有効期限が早まります。

こんなとき 有効期限
1 令和３年７月３1 日までに７５歳になる場合※ ７５歳の誕生日の前日
２ 令和３年７月３１日までに在留期限になる外国籍の方の場合 在留期限
３ 町外に住民登録を移した学生のいる世帯の場合 令和３年３月３１日
４ 国民健康保険税に未納がある場合 令和３年３月３１日
※７５歳の誕生日までに後期高齢者医療保険の新しい保険証が簡易書留郵便で送付されます。

今までの保険証
　９月３０日（水）までは現在の保険証（灰色）を使用し、１０月以降に処分してください。
７０～７４歳の方へお知らせ
　これまで別々に交付していた保険証と高齢受給者証が１０月１日から１枚になります。
　保険証の名称に「兼高齢受給者証」と追加されます。また、負担割合（２割または３割）が追加されます。
９月まで １０月から 国保に加入するとき・脱退するとき

　国保は職場の健康保険と違い、加
入・脱退などの届出をご自身で行っ
ていただく必要があります。加入・
脱退の手続は異動日から１４日以内
にお願いします。詳細は町ＨＰをご
参照ください。

〇保険証
〇高齢受給者証

〇保険証兼高齢受給者証

国民健康保険税納税のお願い
　『いざというときに安心してお医者さんにかかりたい』との思いは皆同じはず。そんな時に頼りになるのが
公的医療保険制度です。国民健康保険も公的医療保険の一つで、都道府県と市町村が共同で運営し、皆さんか
ら納めていただく『国民健康保険税』を医療費の支払いに充て、皆さんの生活を支えています。　
　健康で安心な生活を守るためにも、『国民健康保険税』の納税にご理解とご協力をよろしくお願いします。
問合せ　町民課 国民健康保険担当 ☎ １４７～１４９

お 知 ら せ 小川町役場☎ 72–1221　FAX 74–2920

第２期若者未来会議が始まりました！ 
小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略若者未来会議とは
　第２期総合戦略の策定をきっかけに発足した、身近な課題を同世代の仲間と
一緒に考え、解決に向け動いていく組織です。令和元年度に第１期の活動が終
了し、令和２年度である今年は第２期として活動します。
第１期の取り組み
　「心にささるシティプロモーションを考える」をテーマに、小川町の良いと
ころを効果的にＰＲするための方策を提案しました。他にも、小川町の課題を
踏まえた事業提案を行いました。
第２期の取り組み
　第２期は提案だけで終わりにせず、小川町の課題や小川町をより良くするアイデアをメンバー自身で考え、
実現可能な内容は自主的に企画・実践していきます。活動期間は２年間とし、今年度は計５回の会議を通して
企画をまとめていきます。
メンバー紹介
　第２期となる今回は、社会人６人、大学生・大学院生７人、高校生２人の計１５人で活動します。小川町で
生まれ育った、学生時代を小川町で過ごした、大学のゼミで小川町に関わった、家族が通勤している、小川町
に魅力を感じて移住した…など、メンバーが持つバックグラウンドは様々です。８月１６日に第２回の会議を
開催しましたが、早くもチームワークはバッチリ◎メンバー１５人で学びあい、高めあいながら２年間活動し
ていきます！

問合せ　政策推進課 地方創生担当 ☎ ２２１

若者未来会議の頭文字をポーズしてくれました
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９月３０日（水）は納付期限です　口座振替も同日が振替日です
納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。

口座振替は、通帳、通帳届出印、納税（決定）通知書を持って、
口座のある金融機関へお申込みください。

　取扱い金融機関は納付書裏面に記載されています。町外の金融機関の場合は、口座振替依頼書が必要になり
ますので、お問合せください。

国民健康保険税　第３期 介護保険料　第３期 後期高齢者医療保険料　第３期

問合せ　税務課 納税担当
　　　　　　　 管理担当

問合せ　パトリアおがわ
　　　  （長生き支援課）　

　　　介護保険担当
問合せ　町民課
　　　　後期高齢者医療担当

☎ １２５・１２６ ☎７４－２３２３ ☎ １４８・１４９

勝田さん（社会人）

国保加入について 国保脱退について

松本さん（社会人）

原山さん（社会人）
谷野さん（高校生）

森さん（大学生）

横田さん（社会人）

泉田さん（大学生）

小田さん（社会人）

島田さん（社会人）

長谷部さん（大学生）

芳賀さん（大学生）

櫻井さん（大学生）

田邉さん（大学生）

木谷さん（大学院生） 川田さん（高校生）


